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時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

会員の皆様には、かねてより当センターの業務運営につきまして、多大

なるご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（通称：フリーラン

ス新法）が、令和６年１１月１日より施行されました。この法律施行に伴

い、シルバー人材センターの会員も「特定受託事業者」として位置づけら

れることとなり、現行の契約方式や就業の進め方を見直す必要が生じてお

ります。令和８年 4 月からシルバー人材センターでは、従来の発注者から

仕事の依頼を受け会員に再依頼する契約方式から、発注者と会員の間に直

接的な契約関係が成立する「新しい契約方式（包括的契約）」への移行いた

しました。なお、形式的には直接的な契約関係が生じることになりますが、

実務面では現在と基本的に変わるところはありません。今まで通り、セン

ターが発注者から仕事の依頼を受け、会員に依頼します。センターは、発

注者と会員の間に入って様々な調整を現行通り行いますので、これまでど

おり安心して仕事に就いてください。 

 

※上記事項に関する適用範囲は、請負・委任の業務受託となります。派遣

契約（派遣で就業している会員）は、適用対象外となります。 

※「垂水市シルバー人材センター利用規約」、「会員業務就業規約」「新契約

のリーフレット」を、同封いたしますのでご確認ください。  

裏面につづく 



 

 

           配分金等の支払いについて 

 

３月分の配分金の振込日は、４月１５日（水）になります。派遣会員の賃

金支払日は、４月２４日（金）になります。 

 

※ 令和８年３月末現在、１７６名の会員登録状況となっております。 

 会員の皆様も、健康で働く意欲のある地域の 60 才以上の方や知人の方に 

再度入会の声をかけていただきます様、お願い致します。 

 

  仕事の案内 

（詳しい仕事内容は事務局にお問い合わせください。） 

 

＜＜＜ お願い ＞＞＞ 

 

※Smile to Smile（スマイル トゥ スマイル）を登録されていない方は、

事務局にご連絡ください。優しくご説明差し上げます (^^♪ 

 

 

発注者 内容 時間 日数 配分金 

絆 
介護助手及び 

清掃作業 
要相談 シフト制 1,026 円 

セイシン 利用者の送迎 
8:00～16:30  

（内 6.5 時間程度） 
週 2 日 1,２50 円～ 


